
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＳＤＮ公衆網に接続された複数の構内交換機をＩＳＤＮ中継線で接続したＰＢＸネッ
トワーク網において、
　

ＩＳＤＮ中継線のプロトコル
の呼設定メッセージに発信した加入者電話の電話番号である公衆発ＩＤ情報要素を付加サ
ービス情報要素として

ことを特徴とするＰＢＸネットワーク網。
【請求項２】
　請求項１記載のＰＢＸネットワーク網において、

前記付加サービス情報要
素としての公衆発ＩＤ情報要素 ＩＳＤＮ公衆網のプロトコルの
呼設定メッセージの発ＩＤ情報要素に設定して ＩＳＤＮ公衆網の加入者電話に発信す
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前記構内交換機は、
　前記ＩＳＤＮ公衆網の加入者電話から発信されたとき前記

追加する手段と、
　内線電話の内線番号をダイヤルイン番号に変換する内線ダイヤルイン番号変換テーブル
と、
　内線電話から発信されたとき前記ＩＳＤＮ中継線のプロトコルの呼設定メッセージに、
発信した内線電話のダイヤルイン番号を付加サービス情報要素として追加する
する手段を
有する

　前記構内交換機は、
　前記ＩＳＤＮ中継線から呼設定プロトコルの通知を受けたとき

またはダイヤルイン番号を
前記



る
ことを特徴とするＰＢＸネットワーク網。

【請求項３】
　請求項１又は２記載のＰＢＸネットワーク網において、

自交換機の内線電話に着信して通
信後、転送操作により前記ＩＳＤＮ中継線を通してＰＢＸの内線電話又はＩＳＤＮ公衆網
の加入者電話に発信する

ことを特徴とするＰＢＸネットワーク網。
【請求項４】
　

ことを特徴とするＰＢＸネットワーク網。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はＰＢＸネットワーク網に関し、公衆ＩＳＤＮ網に接続された複数のＰＢＸで構成
したＰＢＸネットワーク網に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図２５はＰＢＸネットワーク網の構成図を示す。同図中、ＰＢＸ（構内交換機）１０，１
２夫々はＩＳＤＮ（サービス総合ディジタルネットワーク）公衆網１４に接続されており
、内線電話相互、及び内線電話１８，２０とＩＳＤＮ公衆網１４に接続された加入者電話
２２，２４とをつなぐ。また、ＰＢＸ１０，１２はＩＳＤＮ中継線１６で相互に接続され
てＰＢＸネットワーク網を構成している。
【０００３】
従来のＰＢＸネットワーク網ではＩＳＤＮ中継線１６で接続された対向ＰＢＸへのメッセ
ージ中にＰＢＸの番号（例えばＰＢＸ１０は「７００」，ＰＢＸ１２は「７１０」等）、
及び内線の発ＩＤ（例えば内線電話１８は「Ａ」，内線電話２０は「Ｂ」等）を格納して
通知している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来のＰＢＸネットワーク網ではＩＳＤＮ公衆網１４の加入者電話２２からＩＳＤＮ公衆
網１４，ＰＢＸ１０，ＩＳＤＮ中継線１６，ＰＢＸ１２を経由して内線電話２０に電話を
かけることができる。しかし、この場合、ＰＢＸ１０からＰＢＸ１２へのメッセージ中で
はＰＢＸ１０の番号「７００」と、ＩＳＤＮ公衆網１４の識別符号とが通知され、加入者
電話２２へ電話をかけるための発ＩＤ（例えば「Ｘ」）を通知できず、内線電話２０から
加入者電話２２に折り返し電話をかける場合に不便であった。
【０００５】
また、ＰＢＸ１０の内線電話１８からＩＳＤＮ中継線１６，ＰＢＸ１２，ＩＳＤＮ公衆網
１４を経由して加入者電話２４に電話をかけることができる。しかし、この場合、ＰＢＸ
１０からＰＢＸ１２へのメッセージ中ではＰＢＸ１０の番号「７００」と内線電話１８の
発ＩＤ「Ａ」とが通知されるものの、ＩＳＤＮ公衆網１４から加入者電話２４へのメッセ
ージ中ではＰＢＸ１２に対する発信ＩＤが通知される。このため、加入者電話２４からＰ
ＢＸ１０の内線電話１８に折り返し発信する場合に不便であるという問題があった。
【０００６】
本発明は、上記の点に鑑みなされたもので、ＰＢＸネットワークのＩＳＤＮ中継線を経由
した通話で、発信した加入者電話の電話番号や内線電話のダイヤルイン番号を着信した電
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手段を
有する

　前記構内交換機は、
　前記ＩＳＤＮ公衆網の加入者電話から発信されたとき

手段を
有する

請求項２記載のＰＢＸネットワーク網において、
　前記構内交換機は、
　前記ＩＳＤＮ中継線から呼設定プロトコルの通知を受けたとき自交換機の内線電話に着
信して通信後、転送操作により前記ＩＳＤＮ公衆網の加入者電話に発信する手段を
有する



話に通知でき、上記電話番号の表示や折り返し発信が可能で利便性が向上するＰＢＸネッ
トワーク網を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明は、ＩＳＤＮ公衆網に接続された複数の構内交換機をＩＳＤＮ中
継線で接続したＰＢＸネットワーク網において、
　

ＩＳＤＮ中継線のプロトコル
の呼設定メッセージに発信した加入者電話の電話番号である公衆発ＩＤ情報要素を付加サ
ービス情報要素として

【０００８】
　このため、ＩＳＤＮ公衆網の加入者電話からＰＢＸネットワーク網を経由して構内交換
機の内線電話に発信した場合に、着信した内線電話に加入者電話の電話番号を通知でき、
この着信した内線電話で発信元の電話番号の表示や折り返し発信が可能とな

　請求項２に記載の発明は、請求項１記載のＰＢＸネットワーク網において、

前記付加サービス情報要
素としての公衆発ＩＤ情報要素 ＩＳＤＮ公衆網のプロトコルの
呼設定メッセージの発ＩＤ情報要素に設定して ＩＳＤＮ公衆網の加入者電話に発信す
る
【０００９】
　このため、ＩＳＤＮ公衆網の加入者電話からＰＢＸネットワーク網を経由してＩＳＤＮ
公衆網の加入者電話に発信した場合に、着信した加入者電話に発信元の加入者電話の電話
番号を通知でき、この着信した加入者電話で発信元の電話番号の表示や折り返し発信が可
能とな

る。
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２記載のＰＢＸネットワーク網において、

自交換機の内線電話に着信して通
信後、転送操作により前記ＩＳＤＮ中継線を通してＰＢＸの内線電話又はＩＳＤＮ公衆網
の加入者電話に発信する
【００１０】
このため、ＩＳＤＮ公衆網の加入者電話からＰＢＸネットワークの構内交換機の内線電話
に着信して通信した後、ＰＢＸネットワーク網を経由して内線電話又はＩＳＤＮ公衆網の
加入者電話に転送した場合に、転送された内線電話、又は加入者電話に発信元の加入者電
話の電話番号を通知でき、転送された電話で発信元の電話番号の表示や折り返し発信が可
能となる。
【００１３】
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前記構内交換機は、
　前記ＩＳＤＮ公衆網の加入者電話から発信されたとき前記

追加する手段と、
　内線電話の内線番号をダイヤルイン番号に変換する内線ダイヤルイン番号変換テーブル
と、
　内線電話から発信されたとき前記ＩＳＤＮ中継線のプロトコルの呼設定メッセージに、
発信した内線電話のダイヤルイン番号を付加サービス情報要素として追加する
する手段を有する。

り、内線電話
からＰＢＸネットワーク網を経由して構内交換機の内線電話に発信した場合に、着信した
内線電話に発信した内線電話のダイヤルイン番号を通知でき、この着信した内線電話で発
信元のダイヤルイン番号の表示や折り返し発信が可能となる。

　前記構内交換機は、
　前記ＩＳＤＮ中継線から呼設定プロトコルの通知を受けたとき

またはダイヤルイン番号を
前記

手段を有する。

り、内線電話からＰＢＸネットワーク網を経由してＩＳＤＮ公衆網の加入者電話に
発信した場合に、着信した加入者電話に発信した内線電話のダイヤルイン番号を通知でき
、この着信した加入者電話で発信元のダイヤルイン番号の表示や折り返し発信が可能とな

　前記構内交換機は、
　前記ＩＳＤＮ公衆網の加入者電話から発信されたとき

手段を有する。

　請求項４に記載の発明は、請求項２記載のＰＢＸネットワーク網において、
　前記構内交換機は、



【００１４】
このため、内線電話からＰＢＸネットワーク網を経由して内線電話に発信した後、ＩＳＤ
Ｎ公衆網の加入者電話に転送した場合に、転送された加入者電話に発信した内線電話のダ
イヤルイン番号を通知でき、この転送された加入者電話で発信元のダイヤルイン番号の表
示や折り返し発信が可能となる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
図２は本発明のＰＢＸネットワーク網の一実施例の構成図を示す。同図中、ＰＢＸ３０，
３２夫々はＩＳＤＮ公衆網３４に接続されており、内線電話相互、及び内線電話３８，４
０とＩＳＤＮ公衆網３４に接続された加入者電話とをつなぐ。また、ＰＢＸ３０，３２は
ＩＳＤＮ中継線３６で相互に接続されてＰＢＸネットワーク網を構成している。
【００１６】
図１はＰＢＸ３０，３２の一実施例のブロック図を示す。同図中、回線制御部４６はＢＴ
Ｋ（ＢＲＩ局線）トランクカード、及びＰＴＫ（ＰＲＩ局線）トランクカード、よりなり
ＩＳＤＮ公衆網３４との回線接続の制御を行う。回線制御部４８はＤＴＬＣ（ディジタル
内線カード）及びＢＬＣ（ＢＲＩ内線カード）よりなり内線電話３８等との回線接続を制
御する。回線制御部５０はＩＴＫ（ＩＳＤＮ中継線トランク）よりなり、ＩＳＤＮ中継線
との回線接続を制御する。ＮＷ（ネットワーク部）５２はＣＣ（中央処理装置）５４の制
御に従って、回線制御部４６，４８，５０夫々の回線を接続する。
【００１７】
ＣＣ５４は上記の回線接続制御を行う他に、メッセージ変換制御を行っている。このメッ
セージ変換制御はＣＣ５４内のメッセージ受信部６０，情報要素抽出部６１，情報要素制
御部６２，情報要素編集部６３，メッセージ送信部６４によって実行される。
ＭＭ（メインメモリ）５６にはＣＣ５４が回線接続制御を行うときに使用するＤＩＬ変換
テーブル６５等の回線接続情報の他に、メッセージ変換制御に用いる内線ダイヤルイン番
号変換テーブル６６が設けられている。
【００１８】
本発明でＩＳＤＮ中継線３６で使用する呼設定（ＳＥＴＵＰ）メッセージのフォーマット
を図３，図４夫々に示す。図３では呼設定メッセージのコードセット０には発信した電話
を識別するための発ＩＤ情報要素Ｍ１と、着信する電話を識別するための着ＩＤ情報要素
Ｍ２とが設定される。また、追加のコードセットであるコードセット７には付加サービス
情報要素としてＩＳＤＮ公衆網３４で発信した電話を識別するための公衆発ＩＤ情報要素
Ｍ３が設定される。
【００１９】
また、図４中、呼設定メッセージのコードセット０には発ＩＤ情報要素Ｍ１と、着ＩＤ情
報要素Ｍ２とが設定され、また、コードセット７には付加サービス情報要素としてＰＢＸ
３０，３２の内線電話３８，４０についてのダイヤルイン番号Ｍ４が設定される。
メッセージ受信部６０は回線制御部４６又は５０からのメッセージを受信する。このメッ
セージは情報要素抽出部６１に供給され、呼設定メッセージでは図３，図４夫々に示す発
ＩＤ情報要素Ｍ１、着ＩＤ情報要素Ｍ２、公衆発ＩＤ情報要素Ｍ３、ダイヤルイン番号Ｍ
４が抽出される。これらの抽出された情報要素は情報要素制御部６２に供給される。
【００２０】
情報要素制御部６２は回線制御部４６，５０からの呼設定メッセージの着ＩＤ情報要素Ｍ
２でＤＩＬ変換テーブル６５を検索してＰＢＸネットワーク網のＰＢＸ番号及び内線番号
に変換する。また、回線制御部４８を通して内線電話より発信があれば、内線ダイヤルイ
ン番号変換テーブル６６を検索して、その内線電話のダイヤルイン番号を得る。情報要素
編集部６３はＤＩＬ変換テーブル６５の検索で得られたＰＢＸ番号及び内線番号を呼設定
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　前記ＩＳＤＮ中継線から呼設定プロトコルの通知を受けたとき自交換機の内線電話に着
信して通信後、転送操作により前記ＩＳＤＮ公衆網の加入者電話に発信する手段を有する
。



メッセージの着ＩＤ情報要素Ｍ２に設定し、また抽出した発ＩＤ情報要素Ｍ１を呼設定メ
ッセージの公衆発ＩＤ情報要素Ｍ３に設定し、抽出した公衆発ＩＤ情報要素Ｍ３を呼設定
メッセージの発ＩＤ情報要素Ｍ１に設定する。また、内線ダイヤルイン番号変換テーブル
６６の検索で得られた内線番号を呼設定メッセージのダイヤルイン番号Ｍ４に設定し、抽
出されたダイヤルイン番号Ｍ４を呼設定メッセージの発ＩＤ情報要素Ｍ１に設定する等の
編集を行う。メッセージ送信部６４は編集されたメッセージを回線制御部４６又は５０に
送出する。
【００２１】
図５は加入者電話４２からＩＳＤＮ公衆網３４，ＰＢＸ３０，ＩＳＤＮ中継線３６，ＰＢ
Ｘ３２を経由して電話をかける場合のフローチャートを示す。この場合、ＰＢＸ３２の内
線電話４０にかける場合と、ＰＢＸ３２から更にＩＳＤＮ公衆網３４の加入者電話４４に
かける場合がある。
まず、図６に破線で示すように内線電話４０にかける場合について説明する。図７はこの
場合の情報伝達シーケンスであり、そのステップは図５と対応している。図８はこの場合
の呼設定メッセージを説明するための図である。図５のステップＳ１０でＩＳＤＮ公衆網
３４の加入者電話４２からＰＢＸ３０に発信する。これによってＩＳＤＮ公衆網３４から
ＰＢＸ３０に図８にＳＭ１で示す設定メッセージが供給される。設定（ＳＥＴＵＰ）メッ
セージＳＭ１ではコードセット０の発ＩＤ情報要素として「０４４７７７ＸＸＸＸ」がセ
ットされ、着ＩＤ情報要素として「０４４７７７ＡＢＣＤ」がセットされている。
【００２２】
ステップＳ１２でＰＢＸ３０に着信すると、ＰＢＸ３０はステップＳ１４で呼設定メッセ
ージＳＭ１のコードセット０から発ＩＤ情報要素及び着ＩＤ情報要素を抽出する。次にス
テップＳ１６で抽出した着ＩＤ情報要素を用いてＤＩＬ変換テーブル６５を参照してＰＢ
Ｘ３２経由の着ＩＤ情報要素に変換する。ここでは、「０４４７７７ＡＢＣＤ」が「７１
０＋ＺＺＺＺ」に変換される。次にステップＳ１８で着ＩＤ情報から接続先を判別するが
、この場合は接続先がＩＳＤＮ中継線３６であるのでステップＳ２０に進む。ステップＳ
２０ではＩＳＤＮ中継線３６の呼設定メッセージを設定する。ここでは図３に示すコード
セット０の発ＩＤ情報要素Ｍ１に伝送先のＰＢＸ３２のＰＢＸ番号「７００」と、ＰＢＸ
３０のＩＳＤＮ公衆網３４の接続回線を示す局発特番「０」と、抽出した発ＩＤ情報要素
「０４４７７７ＸＸＸＸ」とを設定する。また、コードセット０の着ＩＤ情報要素ＳＭ２
に、ステップＳ１６で変換したＰＢＸ３２経由の着ＩＤ情報要素「７１０＋ＺＺＺＺ」を
設定し、コードセット７の公衆発ＩＤ情報要素Ｍ３にステップＳ１４で抽出した発ＩＤ情
報要素「０４４７７７ＸＸＸＸ」を設定する。次のステップＳ２２で上記のようにして設
定した図８にＳＭ２で示す呼設定メッセージを用いてＰＢＸ３２に発信する。
【００２３】
次にＰＢＸ３２はステップＳ２４でＩＳＤＮ中継線３６の呼設定メッセージのコードセッ
ト７の公衆発ＩＤ情報要素から加入者電話４２の発ＩＤ情報要素「０４４７７７ＸＸＸＸ
」を抽出し、またコードセット０の着ＩＤ情報要素を抽出する。次にステップＳ２６で抽
出した着ＩＤ情報要素から接続先を判別する。この場合接続先はＰＢＸ３２の内線電話４
０であるのでステップＳ２８に進む。ステップＳ２８ではステップＳ２４で抽出した発信
元の加入者電話４２の発ＩＤ情報要素を着信時に内線電話４０に設定し、内線電話４０に
加入者電話４２の発ＩＤ情報要素「０４４７７７ＸＸＸＸ」が表示され、折り返し発信が
可能となる。この後、ステップＳ３０で内線電話４０の応答により加入者電話４２，内線
電話４０間の通話が行われる。
【００２４】
次に、図９に破線で示すように加入者電話４４にかける場合について説明する。図１０は
この場合の情報伝達シーケンスであり、そのステップは図５と対応している。図１１はこ
の場合の呼設定メッセージを説明するための図である。図５のステップＳ１０でＩＳＤＮ
公衆網３４の加入者電話４２からＰＢＸ３０に発信する。これによってＩＳＤＮ公衆網３
４からＰＢＸ３０に図１１にＳＭ３で示す設定メッセージが供給される。設定（ＳＥＴＵ
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Ｐ）メッセージＳＭ３ではコードセット０の発ＩＤ情報要素として「０４４７７７ＸＸＸ
Ｘ」がセットされ、着ＩＤ情報要素として「０４４７７７＊＊＊＊」がセットされている
。
【００２５】
ステップＳ１２でＰＢＸ３０に着信すると、ＰＢＸ３０はステップＳ１４で呼設定メッセ
ージＳＭ１のコードセット０から発ＩＤ情報要素及び着ＩＤ情報要素を抽出する。次にス
テップＳ１６で抽出した着ＩＤ情報要素を用いてＤＩＬ変換テーブル６５を参照してＰＢ
Ｘ３２経由の着ＩＤ情報要素に変換する。ここでは、「０４４７７７＊＊＊＊」が「７１
０＋０＋０６９４９ＹＹＹＹ」に変換される。次にステップＳ１８で着ＩＤ情報から接続
先を判別するが、この場合は接続先がＩＳＤＮ中継線３６であるのでステップＳ２０に進
む。ステップＳ２０ではＩＳＤＮ中継線３６の呼設定メッセージを設定する。ここでは図
３に示すコードセット０の発ＩＤ情報要素Ｍ１に伝送先のＰＢＸ３２のＰＢＸ番号「７０
０」と、ＰＢＸ３０のＩＳＤＮ公衆網３４の接続回線を示す局発特番「０」と、抽出した
発ＩＤ情報要素「０４４７７７ＸＸＸＸ」とを設定する。また、コードセット０の着ＩＤ
情報要素ＳＭ４に、ステップＳ１６で変換したＰＢＸ３２経由の着ＩＤ情報要素「７１０
＋０＋０６９４９ＹＹＹＹ」を設定し、コードセット７の公衆発ＩＤ情報要素Ｍ３にステ
ップＳ１４で抽出した発ＩＤ情報要素「０４４７７７ＸＸＸＸ」を設定する。次のステッ
プＳ２２で上記のようにして設定した図１１にＳＭ４で示す呼設定メッセージを用いてＰ
ＢＸ３２に発信する。
【００２６】
次にＰＢＸ３２はステップＳ２４でＩＳＤＮ中継線３６の呼設定メッセージのコードセッ
ト７の公衆発ＩＤ情報要素から加入者電話４２の発ＩＤ情報要素「０４４７７７ＸＸＸＸ
」を抽出し、またコードセット０の着ＩＤ情報要素を抽出する。次にステップＳ２６で抽
出した着ＩＤ情報要素から接続先を判別する。この場合接続先はＩＳＤＮ公衆網３４の加
入者電話４４であるのでステップＳ３２に進む。
【００２７】
ステップＳ３２ではステップＳ２４で抽出した発信元の加入者電話の発ＩＤ情報要素「０
４４７７７ＸＸＸＸ」を図３に示すコードセット０の発ＩＤ情報要素Ｍ１に設定し、ステ
ップＳ２４で抽出した着ＩＤ情報要素「７１０＋０＋０６９４９ＹＹＹＹ」からＰＢＸ番
号及び局発特番「７００＋０＋」を消去してコードセット０の着ＩＤ情報要素Ｍ２に設定
し、コードセット７を消去した図１１にＳＭ５で示す呼設定メッセージを用いてＩＳＤＮ
公衆網３４に発信する。
【００２８】
次にステップＳ３４で加入者電話４４の着信時に呼設定メッセージＳＭ５で与えられた発
ＩＤ情報要素「０４４７７７ＸＸＸＸ」を加入者電話４４に設定し表示させる。これによ
り、折り返し発信が可能となる。この後、ステップＳ３６で加入者電話４４が応答して加
入者電話４２，４４間の通話が行われる。
図１２は内線電話３８からＰＢＸ３０，ＩＳＤＮ３６，ＰＢＸ３２を経由して電話をかけ
る場合のフローチャートを示す。この場合、ＰＢＸ３２から内線電話４０にかける場合と
、ＰＢＸ３２から更にＩＳＤＮ公衆網３４の加入者電話４４にかける場合がある。
【００２９】
まず、図１３に破線で示すように加入者電話４４にかける場合について説明する。図１４
はこの場合の情報伝達シーケンスであり、そのステップは図１２と対応している。図１５
はこの場合の呼設定メッセージを説明するための図である。図１２のステップＳ４０で内
線電話３８からＰＢＸ３０に発信する。ステップＳ４２でＰＢＸ３０は図１５にＳＭ６で
示す内線電話３８の内線番号ＤＮと着ＩＤ情報要素とを抽出する。着ＩＤ情報要素として
はＰＢＸ３２の番号「７１０」と、ＩＳＤＮ公衆網３４につながる局発特番「０」と、加
入者電話４４のＩＤである「０６９４９ＹＹＹＹ」である。
【００３０】
ＰＢＸ３０はステップＳ４４で上記の発ＩＤ情報要素を用いて内線ダイヤルイン番号変換
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テーブル６６を参照して内線電話３８のダイヤルイン番号に変換する。ここでは、内線番
号ＤＮが「０４４７７７ＡＡＡＡ」に変換される。次にステップＳ４６で着ＩＤ情報から
接続先を判別するが、この場合は接続先がＩＳＤＮ中継線３６であるのでステップＳ４８
に進む。ステップＳ４８ではＩＳＤＮ中継線３６の呼設定メッセージを設定する。ここで
は図４に示すコードセット０の発ＩＤ情報要素Ｍ１に伝送先のＰＢＸ３２のＰＢＸ番号「
７００」と、内線電話３８の内線番号ＤＮを設定する。また、コードセット０の着ＩＤ情
報要素ＳＭ２に、着ＩＤ情報要素「７１０＋０＋０６９４９ＹＹＹＹ」を設定し、コード
セット７のＰＢＸの内線のダイヤルイン番号Ｍ４にステップＳ４４で変換したダイヤルイ
ン番号「０４４７７７ＡＡＡＡ」を設定する。次のステップＳ５０で上記のようにして設
定した図１５にＳＭ７で示す呼設定メッセージを用いてＰＢＸ３２に発信する。
【００３１】
次にＰＢＸ３２はステップＳ５２でＩＳＤＮ中継線３６の呼設定メッセージのコードセッ
ト７のＰＢＸの内線のダイヤルイン番号「０４４７７７ＡＡＡＡ」を抽出し、またコード
セット０の着ＩＤ情報要素を抽出する。次にステップＳ５４で抽出した着ＩＤ情報要素か
ら接続先を判別する。この場合接続先はＩＳＤＮ公衆網３４の加入者電話４４であるので
ステップＳ５６に進む。
【００３２】
ステップＳ５６ではステップＳ５２で抽出した発信元の内線電話のダイヤルイン番号「０
４４７７７ＡＡＡＡ」を図３に示すコードセット０の発ＩＤ情報要素Ｍ１に設定し、ステ
ップＳ５２で抽出した着ＩＤ情報要素「７１０＋０＋０６９４９ＹＹＹＹ」からＰＢＸ番
号及び局発特番「７００＋０＋」を消去してコードセット０の着ＩＤ情報要素Ｍ２に設定
し、コードセット７を消去した図１５にＳＭ８で示す呼設定メッセージを用いてＩＳＤＮ
公衆網３４に発信する。
【００３３】
次にステップＳ５８で加入者電話４４の着信時に呼設定メッセージＳＭ８で与えられた発
ＩＤ情報要素つまりダイヤルイン番号「０４４７７７ＡＡＡＡ」を加入者電話４４に設定
し表示させる。これにより折り返し発信が可能となる。この後、ステップＳ６０で加入者
電話４４が応答して内線電話３８と加入者電話４４との間の通話が行われる。
【００３４】
次に、図１６に破線で示すように加入者電話４０にかける場合について説明する。図１７
はこの場合の情報伝達シーケンスであり、そのステップは図１２と対応している。図１８
はこの場合の呼設定メッセージを説明するための図である。図１２のステップＳ４０で内
線電話３８からＰＢＸ３０に発信する。ステップＳ４２でＰＢＸ３０は図１８にＳＭ６で
示す内線電話３８の内線番号ＤＮと着ＩＤ情報要素とを抽出する。着ＩＤ情報要素として
は「７１０＋ＲＲＲＲ」である。
【００３５】
ＰＢＸ３０はステップＳ４４で上記の発ＩＤ情報要素を用いて内線ダイヤルイン番号変換
テーブル６６を参照して内線電話３８のダイヤルイン番号に変換する。ここでは、内線番
号ＤＮが「０４４７７７ＡＡＡＡ」に変換される。次にステップＳ４６で着ＩＤ情報から
接続先を判別するが、この場合は接続先がＩＳＤＮ中継線３６であるのでステップＳ４８
に進む。ステップＳ４８ではＩＳＤＮ中継線３６の呼設定メッセージを設定する。ここで
は図４に示すコードセット０の発ＩＤ情報要素Ｍ１に伝送先のＰＢＸ３２のＰＢＸ番号「
７００」と、内線電話３８の内線番号ＤＮとを設定する。また、コードセット０の着ＩＤ
情報要素ＳＭ２に、着ＩＤ情報要素「７１０＋ＲＲＲＲ」を設定し、コードセット７のＰ
ＢＸの内線のダイヤルイン番号Ｍ４にステップＳ４４で変換したダイヤルイン番号「０４
４７７７ＡＡＡＡ」を設定する。次のステップＳ５０で上記のようにして設定した図１８
にＳＭ７で示す呼設定メッセージを用いてＰＢＸ３２に発信する。
【００３６】
次にＰＢＸ３２はステップＳ５２でＩＳＤＮ中継線３６の呼設定メッセージのコードセッ
ト７のＰＢＸの内線のダイヤルイン番号「０４４７７７ＡＡＡＡ」を抽出し、またコード
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セット０の着ＩＤ情報要素を抽出する。次にステップＳ５４で抽出した着ＩＤ情報要素か
ら接続先を判別する。この場合接続先はＰＢＸ３２の内線電話４０であるのでステップＳ
６２に進む。ステップＳ６２ではステップＳ５２で抽出した発信元の内線電話３８の発Ｉ
Ｄ情報要素つまりダイヤルイン番号を着信時に内線電話４０に設定し、内線電話４０に内
線電話３８のダイヤルイン番号「０４４７７７ＡＡＡＡ」が表示され、折り返し発信が可
能となる。この後、ステップＳ６４で内線電話４０の応答により加入者電話４２，内線電
話４０間の通話が行われる。
【００３７】
図１９は内線電話３８からＰＢＸ３０，ＩＳＤＮ中継線３６，ＰＢＸ３２を経由して内線
電話４０に電話をかけ、図２０に破線で示すように公衆ＩＳＤＮ網３４の加入者電話４４
に転送する場合のフローチャートを示す。図１９において、図１２と同一部分には同一符
号を付す。図２１はこの場合の情報伝達シーケンスであり、そのステップは図１９と対応
している。図１９のステップＳ４０で内線電話３８からＰＢＸ３０に発信する。ステップ
Ｓ４２でＰＢＸ３０は図１８にＳＭ６で示す内線電話３８の内線番号ＤＮと着ＩＤ情報要
素とを抽出する。着ＩＤ情報要素としては「７１０＋ＲＲＲＲ」である。
【００３８】
ＰＢＸ３０はステップＳ４４で上記の発ＩＤ情報要素を用いて内線ダイヤルイン番号変換
テーブル６６を参照して内線電話３８のダイヤルイン番号に変換する。ここでは、内線番
号ＤＮが「０４４７７７ＡＡＡＡ」に変換される。次にステップＳ４６で着ＩＤ情報から
接続先を判別するが、この場合は接続先がＩＳＤＮ中継線３６であるのでステップＳ４８
に進む。ステップＳ４８ではＩＳＤＮ中継線３６の呼設定メッセージを設定する。ここで
は図４に示すコードセット０の発ＩＤ情報要素Ｍ１に伝送先のＰＢＸ３２のＰＢＸ番号「
７００」と、内線電話３８の内線番号ＤＮとを設定する。また、コードセット０の着ＩＤ
情報要素ＳＭ２に、着ＩＤ情報要素「７１０＋ＲＲＲＲ」を設定し、コードセット７のＰ
ＢＸの内線のダイヤルイン番号Ｍ４にステップＳ４４で変換したダイヤルイン番号「０４
４７７７ＡＡＡＡ」を設定する。次のステップＳ５０で上記のようにして設定した図１８
にＳＭ７で示す呼設定メッセージを用いてＰＢＸ３２に発信する。
【００３９】
次にＰＢＸ３２はステップＳ５２でＩＳＤＮ中継線３６の呼設定メッセージのコードセッ
ト７のＰＢＸの内線のダイヤルイン番号「０４４７７７ＡＡＡ」を抽出し、またコードセ
ット０の着ＩＤ情報要素を抽出する。次にステップＳ５４で抽出した着ＩＤ情報要素から
接続先を判別する。この場合、接続先はＰＢＸ３２の内線電話４０であるのでステップＳ
６２に進む。ステップＳ６２ではステップＳ５２で抽出した発信元の内線電話３８の発Ｉ
Ｄ情報要素つまりダイヤルイン番号を着信時に内線電話４０に設定し、内線電話４０に内
線電話３８のダイヤルイン番号「０４４７７７ＡＡＡＡ」が表示される。この後、ステッ
プＳ６４で内線電話４０の応答により加入者電話４２，内線電話４０間の通話が行われる
。
【００４０】
この通話によって加入者電話４２の加入者が加入者電話４４の加入者Ｙと通話したいこと
が分った場合には、ステップＳ７０で内線電話４０からＩＳＤＮ公衆網３４の加入者電話
４４に転送操作により発信を行い、ステップＳ５４に進む。このステップＳ５４では接続
先はＩＳＤＮ公衆網３４の加入者電話４４であるのでステップＳ５６に進む。
【００４１】
ステップＳ５６ではステップＳ５２で抽出した発信元の内線電話のダイヤルイン番号「０
４４７７７ＡＡＡＡ」を図３に示すコードセット０の発ＩＤ情報要素Ｍ１に設定し、通話
によってＰＢＸ３０の内線電話３８の人間がＰＢＸ３２の内線電話の人間に口頭で伝えた
「０６９４９ＹＹＹＹ」をコードセット０の着ＩＤ情報要素Ｍ２に設定し、コードセット
７を消去した図１５にＳＭ８で示す呼設定メッセージを用いてＩＳＤＮ公衆網３４に発信
する。
【００４２】
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次にステップＳ５８で加入者電話４４の着信時に呼設定メッセージＳＭ８で与えられた発
ＩＤ情報要素つまりダイヤルイン番号「０４４７７７ＡＡＡＡ」を加入者電話４４に設定
し表示させる。これにより折り返し発信が可能となる。この後、ステップＳ６０で加入者
電話４４が応答して加入者電話４４と内線電話４０との間の通話が行われる。次にステッ
プＳ７４に進み、ＰＢＸ３２の内線電話４０を切断した後、ＰＢＸ３２で内線電話３８と
加入者電話４４とを接続し、これらの間の通話が行われる。
【００４３】
図２２は加入者電話４２からＩＳＤＮ公衆網３４，ＰＢＸ３０を経由して内線電話３８に
電話をかけ、図２３に示すようにＰＢＸ３２の内線電話４０に転送する場合のフローチャ
ートを示す。図２２において、図５と同一部分には同一符号を付す。図２４はこの場合の
情報伝達シーケンスであり、そのステップは図２２と対応している。図２２のステップＳ
１０でＩＳＤＮ公衆網３４の加入者電話４２からＰＢＸ３０に発信する。これによってＩ
ＳＤＮ公衆網３４からＰＢＸ３０に設定メッセージが供給される。設定（ＳＥＴＵＰ）メ
ッセージＳＭ１ではコードセット０の発ＩＤ情報要素として「０４４７７７ＸＸＸＸ」が
セットされ、着ＩＤ情報要素として「０４４７７７ＥＦＧＨ」がセットされている。
【００４４】
ステップＳ１２でＰＢＸ３０に着信すると、ＰＢＸ３０はステップＳ１４で呼設定メッセ
ージＳＭ１のコードセット０から発ＩＤ情報要素及び着ＩＤ情報要素を抽出する。次にス
テップＳ１６で抽出した着ＩＤ情報要素を用いてＤＩＬ変換テーブル６５を参照してＰＢ
Ｘ３２経由の着ＩＤ情報要素に変換する。ここでは、着ＩＤ情報要素が内線電話３８を指
示しているためステップＳ８０に進み、呼設定メッセージから抽出した発ＩＤ情報要素を
着信時に内線電話３８に設定かつ表示させる。次にステップＳ８２で内線電話３８の応答
により加入者電話４２と内線電話３８との間の通話が行われる。この通話によって加入者
電話４２の加入者がＰＢＸ３２の内線電話と通話したいことが分った場合には、ステップ
Ｓ８４で内線電話３８からＰＢＸ３２の内線電話４０に転送操作により発信を行い、ステ
ップＳ１８に進む。
【００４５】
次に、ステップＳ１８では転送の着ＩＤ情報から接続先を判別するが、この場合は接続先
がＩＳＤＮ中継線３６であるのでステップＳ２０に進む。ステップＳ２０ではＩＳＤＮ中
継線３６の呼設定メッセージを設定する。ここでは図３に示すコードセット０の発ＩＤ情
報要素Ｍ１に伝送先のＰＢＸ３２のＰＢＸ番号「７００」と、ＰＢＸ３０のＩＳＤＮ公衆
網３４の接続回線を示す局発特番「０」と、抽出した発ＩＤ情報要素「０４４７７７ＸＸ
ＸＸ」とを設定する。また、コードセット０の着ＩＤ情報要素Ｍ２に、通話によって加入
者電話４２の加入者がＰＢＸ３０の内線電話３８の人間に口頭で伝えた「７１０＋ＺＺＺ
Ｚ」を設定し、コードセット７の公衆発ＩＤ情報要素Ｍ３にステップＳ１４で抽出した発
ＩＤ情報要素「０４４７７７ＸＸＸＸ」を設定する。次のステップＳ２２で上記のように
して設定した呼設定メッセージを用いてＰＢＸ３２に発信する。
【００４６】
次にＰＢＸ３２はステップＳ２４でＩＳＤＮ中継線３６の呼設定メッセージのコードセッ
ト７の公衆発ＩＤ情報要素から加入者電話４２の発ＩＤ情報要素「０４４７７７ＸＸＸＸ
」を抽出し、またコードセット０の着ＩＤ情報要素を抽出する。次にステップＳ２６で抽
出した着ＩＤ情報要素から接続先を判別する。この場合、接続先はＰＢＸ３２の内線電話
４０であるのでステップＳ２８に進む。ステップＳ２８ではステップＳ２４で抽出した発
信元の加入者電話４２の発ＩＤ情報要素を着信時に内線電話４０に設定し、内線電話４０
に加入者電話４２の発ＩＤ情報要素「０４４７７７ＸＸＸＸ」が表示され、折り返し発信
が可能となる。この後、ステップＳ３０で内線電話４０の応答により加入者電話４２，内
線電話４０間の通話が行われる。
【００４７】
次にステップＳ８６に進み、ＰＢＸ３０の内線電話３８を切断した後、ＰＢＸ３０で加入
者電話４２と内線電話４０とを接続し、これらの間の通話が行われる。

10

20

30

40

50

(9) JP 3649842 B2 2005.5.18



【００４８】
【発明の効果】
　上述の如く、請求項１に記載の発明 ＩＳＤＮ公衆網の加入者電話からＰＢＸ
ネットワーク網を経由して構内交換機の内線電話に発信した場合に、着信した内線電話に
加入者電話の電話番号を通知でき、この着信した内線電話で発信元の電話番号の表示や折
り返し発信が可能とな

【００５０】
ＩＳＤＮ公衆網の加入者電話からＰＢＸネット

ワーク網を経由してＩＳＤＮ公衆網の加入者電話に発信した場合に、着信した加入者電話
に発信元の加入者電話の電話番号を通知でき、この着信した加入者電話で発信元の電話番
号の表示や折り返し発信が可能とな

【００５１】
ＩＳＤＮ公衆網の加入者電話からＰＢＸネット

ワークの構内交換機の内線電話に着信して通信した後、ＰＢＸネットワーク網を経由して
内線電話又はＩＳＤＮ公衆網の加入者電話に転送した場合に、転送された内線電話、又は
加入者電話に発信元の加入者電話の電話番号を通知でき、転送された電話で発信元の電話
番号の表示や折り返し発信が可能となる。
【００５５】

内線電話からＰＢＸネットワーク網を経由して
内線電話に発信した後、ＩＳＤＮ公衆網の加入者電話に転送した場合に、転送された加入
者電話に発信した内線電話のダイヤルイン番号を通知でき、この転送された加入者電話で
発信元のダイヤルイン番号の表示や折り返し発信が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明で用いるＰＢＸのブロック図である。
【図２】本発明のＰＢＸネットワーク網の構成図である。
【図３】呼設定メッセージのフォーマットを示す図である。
【図４】呼設定メッセージのフォーマットを示す図である。
【図５】本発明を説明するためのフローチャートである。
【図６】本発明を説明するための図である。
【図７】本発明を説明するための情報伝達シーケンスである。
【図８】本発明を説明するための図である。
【図９】本発明を説明するための図である。
【図１０】本発明を説明するための情報伝達シーケンスである。
【図１１】本発明を説明するための図である。
【図１２】本発明を説明するためのフローチャートである。
【図１３】本発明を説明するための図である。
【図１４】本発明を説明するための情報伝達シーケンスである。
【図１５】本発明を説明するための図である。
【図１６】本発明を説明するための図である。
【図１７】本発明を説明するための情報伝達シーケンスである。
【図１８】本発明を説明するための図である。
【図１９】本発明を説明するためのフローチャートである。
【図２０】本発明を説明するための図である。
【図２１】本発明を説明するための情報伝達シーケンスである。
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によれば、

り、内線電話からＰＢＸネットワーク網を経由してＩＳＤＮ公衆網
の加入者電話に発信した場合に、着信した加入者電話に発信した内線電話のダイヤルイン
番号を通知でき、この着信した加入者電話で発信元のダイヤルイン番号の表示や折り返し
発信が可能となる。

　また、請求項２に記載の発明によれば、

り、内線電話からＰＢＸネットワーク網を経由してＩ
ＳＤＮ公衆網の加入者電話に発信した場合に、着信した加入者電話に発信した内線電話の
ダイヤルイン番号を通知でき、この着信した加入者電話で発信元のダイヤルイン番号の表
示や折り返し発信が可能となる。

　また、請求項３に記載の発明によれば、

　また、請求項４に記載の発明によれば、



【図２２】本発明を説明するためのフローチャートである。
【図２３】本発明を説明するための図である。
【図２４】本発明を説明するための情報伝達シーケンスである。
【図２５】ＰＢＸネットワーク網の構成図である。
【符号の説明】
３０，３２　ＰＢＸ
３４　ＩＳＤＮ公衆網
３６　ＩＳＤＮ中継線
３８，４０　内線電話
４２，４４　加入者電話
４６～５０　回線制御部
５２　ＮＷ
５４　ＣＣ
５６　ＭＭ
６０　メッセージ受信部
６１　情報要素抽出部
６２　情報要素制御部
６３　情報要素編集部
６４　メッセージ送信部
６５　ＤＩＬ変換テーブル
６６　内線ダイヤルイン番号変換テーブル
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】
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